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　2003年5月に発表された厚生労働省「職場における

喫煙対策のためのガイドライン」により、職場での喫煙対

策についての関心が高まっている。労働衛生の観点から

喫煙対策に取り組んでいる職場では、1年間で喫煙率が

7～10%程度低下する事例も認められている。2004年

10月28日（木）の第63回日本公衆衛生学会総会で、

「職域で進める喫煙対策のノウハウ」と題して産業医科大

学（福岡県北九州市）労働衛生工学教室の大和浩助教授が

講演した。

　大和氏が、日立金属若松工場で分煙と禁煙サポートを

同時に行った結果、喫煙率は1999～2002年の3年間で9%も

減少。若松工場のノウハウを提供した日立金属真岡工場

では、2003～2004年の1年間で7%減少した。すべての職域

と地域で「環境づくりから始める喫煙対策」に取り組んで

いけば、受動喫煙のない快適な生活環境をもたらすと同

時に、喫煙率が低下することが期待される。では、具体的

に総合的な対策とはどのようなものか。

①環境管理としての受動喫煙対策－事業場内の喫煙場所

■のマップを作成し、責任者を定めて対策案を討議。まず

■屋内を禁煙とし、喫煙は屋外で行うことを検討する。屋

■内の禁煙化は受動喫煙の防止において最も効果が高く、

■費用もかからず、また喫煙者に禁煙を促す効果が大き

■い点でも優れている。容易に屋外に出られる事業場では、

■対策費用を現場負担にすると屋内禁煙となりやすい。

■次善の策として新ガイドラインに沿った喫煙室を作成

■する。

②健康管理としての禁煙サポート－健康診断の問診時に

■すべての喫煙者に啓発教材を配布し、簡単な禁煙推奨

■を毎年繰り返す。個人票には「健康を維持するためには

■禁煙することが必要である」などのコメントが印字さ

■れるように変更する。さらに、産業医、看護職が禁煙を

■推奨する手書きのコメントを追加する。積極的にニコ

■チン代替療法を併用する。その費用の一部を事業場で

■負担することも有効な手段である。

③衛生教育と広報活動－各種会議、講習会で産業医、看護

■職が発言する際には、毎回喫煙に関する話題を取り入

■れる。また、すべての喫煙場所（屋外を含む）に禁煙を促

■すポスターとニコチン代替療法に関する情報を掲示す

■る。非喫煙者も目にするイントラネットや社内報の利

■用も重要である。

総合的な喫煙対策

労働衛生の3管理

天床部分（赤丸）をふさぐ必要がある。天床部分のパネルが50cm以下なら火

災報知器を増設する必要はない。最も良い方法は、熱を感知するタイプの火

災報知器を喫煙室の中に増設し、換気装置をつけて、密閉性の高い部屋とす

る。出入口は床上50cmまで、のれんを垂らすと良い。

アルミの部材とガラス板で事務室の窓際に喫煙室を設置。サッシの一

部に換気扇を取り付けた。

人感センサーにより、喫煙者が居なくなって15分後には自動的にoffと

なり、エネルギー節約。火災探知機も増設して、防炎対策も完璧。

不十分な隔離

理想的な喫煙室


